
第
五
号
議
案 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
つ 

い
て 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定

め
る
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 
 

 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す 

る
規
則 

 

（
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
一
条 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県

教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
の
原
因
の
欄
の
イ

中
「
現
住
居
」
の
下

に
「
又
は
単
身
赴
任
手
当
の
支

給
に
係
る

配
偶
者
等
（
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る

規
則
（
平
成
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会

規

則

第

四

号

）

第

五

条

第

四

号
に

規

定

す

る

配

偶

者

等

を

い

う

。

）

の

現

住

居

」
を

加

え

、

「
復

旧

作 

業
」
を
「
復
旧
作
業
等
」
に
改

め
、
同
欄
中
ロ
を
ハ

と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
又
は
こ
れ
ら
の

本
部
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
り
職
員
の
現
住
居
以
外
の
住
居
又
は
親
族
の
住

居
が
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合

で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

う
と
き
。 

 

第
十
条
の
二
の

五
第
三
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
改

め
る
。 

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
二
条 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る

規
則
（
令
和
二
年
大

分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
五
の

項
」
を
「
別
表
第
二
の
六
の

項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項

及
び

第
四
項
中
「
別
表
第
二
の
七
の

項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の

項
」
を
「
別
表
第
二
の
八
の

項
、
十
四

の
項
及
び
十
五
の

項
」
に
改

め
る
。 

別
表
第
二
中
十
五
の
項
を
十
六
の
項

と
し
、
三
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
二
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の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

                     

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
） 

第
三
条 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る

規
則
（
令
和
二
年
大
分

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
の
五
の

項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の

項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
及
び

第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
七
の
項
及
び
十
三
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で

」
を
「
別
表
第
一
の
八
の
項
及
び

十
四
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で

」
に
改

め
る
。 

別
表
第
一
中
十
六
の
項
を
十
七
の
項

と
し
、
四
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
三

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

三 

風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地
変
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合 

イ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
が
滅
失

し
、
又
は
損
壊

し
た
場
合

で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
復
旧
作

業
等
を
行

う
と
き
。 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災

害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は
同
法
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部

が
設
置
さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
又
は

こ
れ
ら
の
本
部
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
以
外
の
住
居
又
は

親
族
の
住
居
が
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合

で
、
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

う
と
き
。 

ハ 

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な

水
、
食
料
等

が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合

で
、
当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
。 

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ

の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 
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附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則

は
、
公
布
の
日

（
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
学
校

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則

（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
条
の
二
の
五
第
三
項
の
改
正
規
定

は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

２ 

第
一
条
の

規
定
（
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
五
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く

。
）
に
よ
る
改
正
後
の
施

行
規
則
の
規
定

、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用

職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命

四 

風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地
変
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合 

イ 

臨
時
的
任
用
職
員
の
現
住
居
又
は
単
身
赴
任
手
当
の
支

給
に
係
る

配
偶
者
等
（
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に

関
す
る

規
則
（
平
成
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
等

を
い
う
。
）

の
現
住
居
が
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合

で
、
当
該
臨

時
的
任
用
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

う
と
き
。 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災

害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は
同
法
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部

が
設
置
さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
又
は

こ
れ
ら
の
本
部
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

に
よ
り
臨
時
的
任
用
職
員
の
現
住
居
以
外
の
住
居
又
は
親

族
の
住
居
が
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合

で
、
当
該
臨

時
的
任
用
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

う
と
き
。 

ハ 

臨

時

的

任
用

職

員
及

び

当

該

臨

時
的

任

用
職

員

と

同

一

の

世

帯

に

属

す

る
者

の
生

活

に

必

要

な

水
、

食
料

等
が

著

し

く

不

足

し

て

い
る

場
合

で

、
当

該

臨

時
的

任
用

職

員

以

外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ

の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 
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に

係

る

臨

時

的

任

用

職

員

の

管

理

に

関

す

る

規

則

の

規

定

は

、
令

和

七

年

十

一

月

十

八

日

か

ら

適

用

す 

る
。 

 

提
案
理
由 

 
 

災
害
に
係
る
特
別
休
暇
の
取
得
対
象
に
単
身
赴
任
手
当
受
給
者
の
配
偶
者
等
の
住
居
の
追
加
等
を
行
う

と
と
も
に
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
七
十
七

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
い
た
い
の
で
提
案

す
る
。 
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○ 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 
 

第
八
条 

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
八
条 

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

原
因 

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間 

一
・
二 

（
略
） 
（
略
） 

三 

風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地

変
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合 

イ 

職
員
の
現
住
居
又
は
単
身

赴
任
手
当
の
支
給
に
係
る
配

偶
者
等
（
職
員
の
単
身
赴
任

手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
年
大
分
県
人
事
委

員
会
規
則
第
四
号
）
第
五
条

第
四
号
に
規
定
す
る
配
偶
者

等
を
い
う
。
）
の
現
住
居
が

滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場

合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復

旧
作
業
等
を
行
う
と
き
。 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都

度
必
要
と
認
め
る
期
間 

原
因 

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地

変
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合 

イ 

職
員
の
現
住
居 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

 

が

滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場

合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復

旧
作
業 

 
を
行
う
と
き
。 

（
新
設
） 

  

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都

度
必
要
と
認
め
る
期
間 
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第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災

害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た

非
常
災
害
若
し
く
は
同
法
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部

が
設
置
さ
れ
た
著
し
く
異
常

か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
又
は

こ
れ
ら
の
本
部
の
設
置
が
見

込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
職
員
の
現
住
居
以
外

の
住
居
又
は
親
族
の
住
居
が

滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場

合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復

旧
作
業
等
を
行
う
と
き
。 

ハ 

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生

活
に
必
要
な
水
、
食
料
等
が

著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合

で
、
当
該
職
員
以
外
に
は
そ

れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
。 

四
～
二
十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

              

ロ 

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生

活
に
必
要
な
水
、
食
料
等
が

著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合

で
、
当
該
職
員
以
外
に
は
そ

れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
。 

四
～
二
十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 
（
略
） 

 
 

第
八
条
の
二
～
第
十
条
の
二
の
四 

（
略
） 

第
八
条
の
二
～
第
十
条
の
二
の
四 

（
略
） 

 
 

（
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間
の
上
限
等
に
関
す
る
方
針
） 

（
教
育
職
員
の
在
校
等
時
間
の
上
限
等
に
関
す
る
方
針
） 

【第５号議案】
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第
十
条
の
二
の
五 

（
略
） 

第
十
条
の
二
の
五 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 
任
命
権
者
は
、
給
特
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教

育
職
員
を
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
教
育
職
員
に
つ
い
て
の
前
二
項

に
規
定
す
る
上
限
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
中
「
四
十
五
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
四
十
二
時
間
」
と
、
第
一
項
中
「
三
百
六
十
時
間
」
と
あ
る

の
は
「
三
百
二
十
時
間
」
と
す
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
給
特
法
第
五
条 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
教

育
職
員
を
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
教
育
職
員
に
つ
い
て
の
前
二
項

に
規
定
す
る
上
限
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
中
「
四
十
五
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
四
十
二
時
間
」
と
、
第
一
項
中
「
三
百
六
十
時
間
」
と
あ
る

の
は
「
三
百
二
十
時
間
」
と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 
 

第
十
一
条
・
第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

第
十
一
条
・
第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

 

【第５号議案】
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○ 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
二
十
四
条 

（
略
） 

 
 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

第
二
十
五
条 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
二
の
六
の
項
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
二
の
五
の
項
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

別
表
第
二
の
八
の
項
、
十
四
の
項
及
び
十
五
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を

単
位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
と
き
は
、
前
条
第
十
項
の

例
に
よ
る
。 

３ 

別
表
第
二
の
七
の
項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を

単
位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
と
き
は
、
前
条
第
十
項
の

例
に
よ
る
。 

４ 

別
表
第
二
の
八
の
項
、
十
四
の
項
及
び
十
五
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

別
表
第
二
の
七
の
項
、
十
三
の
項
及
び
十
四
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の

三
の
項
、
五
の
項
及
び
六
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
～
第
三
十
五
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条
～
第
三
十
五
条 

（
略
） 

 
 

別
表
第
一 

（
略
） 

別
表
第
一 

（
略
） 

 
 

【第５号議案】
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別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

原
因 

休
暇
の
期
間 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 
風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地
変
に

よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合 イ 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居

が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合

で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が

そ
の
復
旧
作
業
等
を
行
う
と
き
。 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は
同
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な

非
常
災
害
又
は
こ
れ
ら
の
本
部
の

設
置
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限 

る
。
）
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職

員
の
現
住
居
以
外
の
住
居
又
は
親

族
の
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊

し
た
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任

用
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

う
と
き
。 

ハ 

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
一
の
世

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ

の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 

原
因 

休
暇
の
期
間 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

                        

（
新
設
） 

【第５号議案】
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帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な

水
、
食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て

い
る
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任

用
職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

四
～
十
六 
（
略
） 

（
略
） 

  

     

三
～
十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
三 

（
略
） 

別
表
第
三 

（
略
） 

 

【第５号議案】
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○ 

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

 
 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
） 

第
十
条 

所
属
長
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
（
別
表
第
一
の
六
の
項
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
任
用
期
間 

（
任
用
期
間
が
延
長
さ
れ
、
又
は
更
新
さ
れ
た
場
合
は
、
任
用
の
日
か
ら

延
長
後
又
は
更
新
後
の
任
用
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
。
同
表
及
び
別
表

第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
六
箇
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
学
校
に
属
さ
な

い
臨
時
的
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を

与
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

所
属
長
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
（
別
表
第
一
の
五
の
項
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
学
校
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
任
用
期
間 

（
任
用
期
間
が
延
長
さ
れ
、
又
は
更
新
さ
れ
た
場
合
は
、
任
用
の
日
か
ら

延
長
後
又
は
更
新
後
の
任
用
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
。
同
表
及
び
別
表

第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
六
箇
月
以
上
と
定
め
ら
れ
た
学
校
に
属
さ
な

い
臨
時
的
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を

与
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

別
表
第
一
の
八
の
項
及
び
十
四
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
並
び
に
別
表

第
二
の
三
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を
単

位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
七
時
間
四
十
五

分
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。 

３ 

別
表
第
一
の
七
の
項
及
び
十
三
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
並
び
に
別
表

第
二
の
三
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
時
間
を
単

位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
七
時
間
四
十
五

分
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。 

４ 

別
表
第
一
の
八
の
項
及
び
十
四
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
並
び
に
別
表

第
二
の
三
の
項
及
び
七
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
別
表
第
一
の
七
の
項
及
び
十
三
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
並
び
に
別
表

第
二
の
三
の
項
及
び
七
の
項
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
十
一
条
～
第
十
八
条 

（
略
） 

第
十
一
条
～
第
十
八
条 
（
略
） 

 
 

【第５号議案】
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別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
） 

区
分 

休
暇
の
期
間 

一
～
三 

（
略
） 

（
略
） 

四 
風
水
震
火
災
そ
の
他
天
災
地
変
に

よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合 イ 

臨
時
的
任
用
職
員
の
現
住
居
又

は
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
係
る

配
偶
者
等
（
職
員
の
単
身
赴
任
手

当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成

二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す

る
配
偶
者
等
を
い
う
。
）
の
現
住

居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場

合
で
、
当
該
臨
時
的
任
用
職
員
が

そ
の
復
旧
作
業
等
を
行
う
と
き
。 

ロ 

災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
非
常
災
害
若
し
く
は
同
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な

非
常
災
害
又
は
こ
れ
ら
の
本
部
の

設
置
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
よ
り
臨
時
的
任
用
職
員

の
現
住
居
以
外
の
住
居
又
は
親
族

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
そ

の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 

区
分 

休
暇
の
期
間 

一
～
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

                        

（
新
設
） 

【第５号議案】
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の
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し

た
場
合
で
、
当
該
臨
時
的
任
用
職

員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行
う
と

き
。 

ハ 
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
当
該
臨

時
的
任
用
職
員
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、

食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る

場
合
で
、
当
該
臨
時
的
任
用
職
員

以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

五
～
十
七 

（
略
） 
（
略
） 

 

           

四
～
十
六 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
二 

（
略
） 
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学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則等の 

一部改正について（議案概要） 

 

１ 改正を行う規則 

⑴ 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則（昭和３２年大分県教育委

員会規則第３号） 

⑵ 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則（令和２年大分県

教育委員会規則第７号） 

⑶ 大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する規則（令和２年大分県教

育委員会規則第８号） 

 

２ 改正理由及び主な改正内容 

  災害に係る特別休暇の取得対象の追加等を行うとともに、公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「給特法」という。）の

一部改正に伴う規定の整備を行いたいので提案する。 

⑴ 災害に係る特別休暇の拡充及び新設 

ア 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則 

災害によって滅失し、又は損壊した住居の復旧作業等を行う場合における休暇の拡充 

（第８条関係） 

取得対象に、単身赴任手当受給者の配偶者等の住居及び非常災害時における職員の

現住居以外の住居等を追加 

イ 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則 

災害によって滅失し、又は損壊した住居の復旧作業等を行う場合における休暇の新設 

（別表第二関係） 

  ウ 大分県教育委員会の任命に係る臨時的任用職員の管理に関する規則 

災害によって滅失し、又は損壊した住居の復旧作業等を行う場合における休暇の新設 

（別表第一関係） 

⑵ 給特法の一部改正に伴う規定の整備（学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例

の施行規則第１０条の２の５第３項関係） 

 

３ 施行期日等 

⑴ 災害に係る特別休暇の拡充及び新設 

公布の日（令和７年１２月１９日予定）から施行し、遡及して令和７年１１月１８日か 

ら適用する。 

 ⑵ 給特法の一部改正に伴う規定の整備 

   令和８年１月１日 
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【第5号議案 補足資料】 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則等の一部改正について

（１）対象の規則
学校職員の休日休暇及び
勤務時間等に関する条例

の施行規則

大分県教育委員会の任命に
係る会計年度任用職員の
管理に関する規則

大分県教育委員会の任命に
係る臨時的任用職員の
管理に関する規則

②給特法の一部改正に伴う規定の整備

（４）施行期日等
①については、公布の日（令和７年１２月１９日）から施行し、令和7年11月18日に遡及して適用

②については、令和8年1月1日に施行する

（２）改正理由
              ①災害に係る特別休暇の拡充及び新設

（３）主な改正内容

①災害に係る特別休暇の拡充及び新設（国家公務員の休暇制度に合わせるための改正）

※（参考）規則の改正に係る給特法の改正内容
 ・指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととする。（給特法第3条、第5条関係）

・災害により職員の現住居が被害を受け滅失し、又は損壊した際の復旧作業等に係る特別休暇について、対象となる住
居の範囲を拡大

※「復旧作業等」とは、家屋の復旧作業や家財の整理だけでなく、現住居の滅失等の事実に基づく避難、盗難予防ないしは関係諸機関との助成金
等についての折衝を含む。
※会計年度任用職員、臨時的任用職員については、既存の拡充ではなく同内容を新設する。

②給特法の一部改正に伴う規定の整備（学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則のみ該当）

〇単身赴任手当を受給する職員の配偶者等が居住する住居（現住居）を追加

〇災害対策基本法に規定する非常災害対策本部が設置された非常災害などの場合には、職員の現住居以外の住居や

親族の住居を対象に追加

佐賀関の火災が発生した日
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